
Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象
経費

国のR5補正予
算分

（交付限度額
①）

（推奨事業メ
ニュー分）

国のR5補正予
算分

（交付限度額
②）

（低所得世帯
支援枠分）

給付費

国のR5補正予
算分

（交付限度額
③）

（低所得世帯
支援枠分）

事務費

国の予備費等
（交付限度額

④）
（給付金・定
額減税一体支

援枠分）
給付費

国の予備費等
（交付限度額

⑤）
（給付金・定
額減税一体支

援枠分）
事務費

国のR5予備費
分

（交付限度額
⑥）

（給付支援
サービス(令和
6年度)分）

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑦）

（推奨事業メ
ニュー分）

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑧）

（令和６年度
低所得世帯支
援枠等分）

給付費

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑨）

（令和６年度
低所得世帯支
援枠等分）

事務費

国のR6補正予
算分

（交付限度額
⑩）

（給付支援
サービス分）

その他
（一般財
源や補助
対象外経
費等）

合計 843,178 843,178 73,630 29,610 520,840 25,171 5,812 175,000 13,115

令和5年度住民税均等割非課税世帯
（7万円）

（低所得世帯支援枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

諏訪市電力・ガス食料
品等価格高騰重点支
援金給付事業【物価高
騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 29,610 29,610 29,610

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
R５年度分の住民税非課税世帯　4923世帯×70千円　　のうちR６計画分
④R５年度分の住民税非課税世帯　（4923世帯）

－ ○ － R6.1 R6.6

対象世
帯に対
して令
和6年1
月まで
に支給
を開始
する

ホームページ、広
報誌等

対象分野
に関連し
ない

R5補
正

（地）

一体給付
（給付金・定額減税一体支援）

※不足額給付は含まない
2

R5_補正・予
備(※)

推奨事業・一
体支援

○ ○ ○

諏訪市低所得者支援
及び定額減税補足給
付金支給事業【物価高
騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○ － 560,011 560,011 14,000 520,840 25,171

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　797世帯×100千円、令和６年度非課税化世帯　459世帯×100
千円、令和６年度均等割のみ課税化世帯　259世帯×100千円、子ども加算　751人×50千円、定
額減税を補足する給付の対象者　14543人　(331790千円）　　のうちR６計画分
事務費　39171千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託料　使用料及び賃借料
人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1515世帯）、定額減税を補足する給付の対象者数（14543人）

－ ○ － R6.5 R6.11

対象世
帯に対
して令
和6年5
月まで
に支給
を開始
する

ホームページ、広
報誌等

対象分野
に関連し
ない

R6補
正

（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R5予備費）
3

住民税均等割非課税世帯等
への支援関連の給付費

（家計急変への横出し等・補正）
4

一体給付関連の給付費
（上乗せ等・予備費）

5

事務費
（上乗せ・横出し）

6

令和6年度住民税均等割非課税世帯
（3万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

7 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

令和6年度諏訪市物価
高騰対応重点支援給
付金（総合経済対策
分）

Ⅱ．物価高の克
服

○ － 188,115 188,115 175,000 13,115

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R６の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　5500世帯×30千円、子ども加算　500人×20千円　　のうち
R６計画分
事務費　13115千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託料　使用料及び賃借料
人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（5500世帯）

－ ○ － R7.3 R7.4月
以降

対象世
帯に対
して令
和7年3
月まで
に支給
を開始
する

ホームページ、広
報誌等

対象分野
に関連し
ない

R6補
正

（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
8

令和６年度低所得世帯支援枠等関
連の給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
9

事務費
（上乗せ・横出し）

10

11 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食費補助金（食
材料費高騰対策支援
分）【小学校】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育て
世帯支援

11,240 11,240 11,240

①物価高騰に直面する子育て世帯に追加的な負担を生じさせないために、物価高騰分の給食費
を市が補助し、従来どおりの栄養バランスや量を保った給食提供を行う。
②物価高騰等による給食費値上げ分に対する補助金（教職員は除く）【補助金】
③年間食数449,600食（小学校6校合計）×25円＝11,240千円
④市内小学校在籍児童の保護者

－ － － R6.4 R7.3

年度内
の保護
者に対
する追
加負担0

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

給食

R6当
初

（地）

12 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食費補助金（食
材料費高騰対策支援
分）【中学校】

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育て
世帯支援

9,784 9,784 9,784

①物価高騰に直面する子育て世帯に追加的な負担を生じさせないために、物価高騰分の給食費
を市が補助し、従来どおりの栄養バランスや量を保った給食提供を行う。
②物価高騰等による給食費値上げ分に対する補助金（教職員は除く）【補助金】
③年間食数244,600食（中学校4校合計）×40円＝9,784千円
④市内中学校在籍児童の保護者

－ － － R6.4 R7.3

年度内
の保護
者に対
する追
加負担0

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

給食

R6当
初

（地）

13 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中小企業物価高騰対
策新技術・新製品開発
費補助事業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
⑦中小企業等に対するエネ
ルギー価格高騰対策支援 8,000 8,000 8,000

①物価高騰に直面する中小企業に対し、革新的な新技術・新製品の開発に必要な設備投資等を
支援し、生産性向上ひいては賃上げ環境の整備へつなげる。
②新技術・新製品開発にかかる経費に対する補助金【補助金】
③1,000千円×8社＝8,000千円
④市内中小企業

－ － － R6.4 R7.3

補助金
利用に
よる新
技術等
開発企
業 8社

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

対象分野
に関連し
ない

R6当
初

（地）

14 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
公営企業（下水道）物
価高騰対策支援事業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
⑨推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す
る地方単独事業

下水道施設は多くの電気を使用するため、原油価格
等の高騰により大きな影響を受けている。公営企業
（下水道）を支援することによりライフラインである下
水道の利用者へ安定したサービス提供の継続を図
る。

30,000 30,000 30,000

①下水道施設の電気料高騰の影響を多分に受けている公営企業（下水道）に対し、下水道利用者
への安定したサービス提供が継続できるよう補助金を交付する。
②公営企業（下水道）への補助金【補助金】
③流域下水道施設への負担金における電気料高騰分96,140千円（R6負担金617,100千円-R4負担
金520,960千円）の値上げのうち30,000千円
④諏訪市水道局（下水道）

○ － － R6.4 R7.3

年度内
の下水
道利用
者に対
する追
加負担0

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

下水道事
業者

R6当
初

（地）

15 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
高齢者福祉施設等価
格高騰対策支援事業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

206 206 206

①物価高騰に直面する高齢者福祉施設に対し、安定したサービスが提供できるよう補助金を交付
する。
②高齢者福祉施設への補助金【補助金】
③【施設A（通所施設）】基準単価60千円+加算額2千円×13（定員数）+ガソリン加算20千円　【施設
B（通所施設）】基準単価60千円+加算額2千円×10（定員数）+ガソリン加算20千円　※単価等は県
の同内容事業に準じる
④高齢者福祉施設2箇所

－ － － R7.3 R7.3
補助金
交付率
100%

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

介護サー
ビス事業
所・施設等

R6補
正

（地）

16 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
障がい福祉施設価格
高騰対策支援事業

Ⅰ．物価高から国
民生活を守る

○
⑤医療・介護・保育施設、学
校施設、公衆浴場等に対す
る物価高騰対策支援

400 400 400

①物価高騰に直面する障がい福祉施設に対し、安定したサービスが提供できるよう補助金を交付
する。
②障がい福祉施設への補助金【補助金】
③【施設A（通所施設）】基準単価60千円+加算額2千円×20（定員数）+ガソリン加算20千円　【施設
B（通所施設）】（基準単価60千円+ガソリン加算20千円）×2支援分（就労移行支援・就労継続支
援）　【施設C（通所施設）】基準単価60千円+ガソリン加算20千円　【施設D（訪問）】基準単価20千
円+ガソリン加算20千円　※単価等は県の同内容事業に準じる
④障がい福祉施設4箇所

－ － － R7.3 R7.3
補助金
交付率
100%

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

障害福祉
サービス
事業所・施
設等

R6補
正

（地）

17 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
低所得ひとり親世帯へ
の給付事業

Ⅱ．物価高の克
服

○
②エネルギー・食料品価格
等の物価高騰に伴う子育て
世帯支援

5,812 5,812 5,812

①物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯に対して支援を行い、対象世帯の生活を維持する。
②低所得のひとり親世帯への給付金及び事務費
③【給付費】10千円×550人=5,500千円　【事務費】312千円
事務費の内容　［人件費　需用費（事務用品等）　役務費（郵送費等）として支出］
④児童扶養手当受給世帯350世帯（対象児童550人）

－ ○ － R7.3
R7.4月
以降

給付率
90%以上

市公式ホームペー
ジへの公表
https://www.city.s
uwa.lg.jp/soshiki/5
/51966.html

低所得の
ひとり親世
帯への給
付金等

R6補
正

（地）
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令和６年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

⑨を選択した場合、より効果があると考える理由 総事業費

Ｂ Ｃ
Ｂ２ Ｂ３ Ｂ６ 成果目標

（可能な
限り定量
的指標を
設定）

実施状況の公表等に
ついて（HP,広報紙

など）

備考1
(重点支援
地方交付金
の追加を踏
まえた各省
庁の通知の
発出状況に
定義されて
いる対象分

野)

備考2 備考3
自治体で
の予算区

分

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

特定事業
者等支援

個人を対
象とした
給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

推奨事業メニューＮｏ

国
の
予
算
年
度

(

※
R
5
補
正
、

R
6
補
正

を
含
む
場
合
あ
り

)

枠

地
方
単
独
事
業

エネル
ギー・食
料品価格
等の物価
高騰の影
響を受け
た生活者
等に対し
て事業の
効果が直
接及ぶ

臨時の措
置である
ことが分
かる事業
名称とし
ている

交付対象事業の名称 経済対策との関係

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない
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